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○
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
四
号 び

原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る

四
十

三
条
の
三
の
二
十
九
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基

実
用
発
電
用
原
子
炉
の

に
関
す
る
規
則

及
び
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
の

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

 

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日 

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長 

山
中 

伸
介 

実
用
発
電
用
原
子
炉
の

に
関
す
る
規
則
及
び
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
の

等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

の

に
関
す
る
規
則
の

 

第
一
条 

実
用
発
電
用
原
子
炉
の

に
関
す
る

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
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改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

こ
の
条

と
い

標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改

そ
の

標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動

改

正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

削

改

正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

加

 

改 
 

 
 

 
 

 

正 
 

 
 

 
 

 

後 

改 
 

 
 

 
 

 

正 
 

 
 

 
 

 

前 

の
向
上
の
た
め
の
評
価
の

 

第
九
十
九
条
の
三 

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
一
項
の
原
子
力
規
制

委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
期

定
期
事
業
者
検
査
が
終
了
し
た
日
以
降

一
年
を
超
え
な
い
時
期

発
電
用
原
子
炉
の
設
置
又
は

発
電
用
原
子
炉
の
基
数
の
増
加
の
工
事
の

を
行

運
転
が
開
始
さ
れ
た
日
以
降
一
年
を

超
え
な
い
時
期

 
 

安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
評
価
の

 

第
九
十
九
条
の
三 

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
一
項
の
原
子
力
規
制

委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
期

定
期
事
業
者
検
査
が
終
了
し
た
日
以
降

六
月
を
超
え
な
い
時
期

発
電
用
原
子
炉
の
設
置
又
は

発
電
用
原
子
炉
の
基
数
の
増
加
の
工
事
の

を
行

運
転
が
開
始
さ
れ
た
日
以
降
六
月
を

超
え
な
い
時
期

 

の
結
果
等
の

 

第
九
十
九
条
の
四 

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

安
全
性
向
上
評
価
が
終
了
し
た
日
か
ら
三

十
日
以
内
に

当
該
安
全
性
向
上
評
価
の

の
結
果
等
の

 
第
九
十
九
条
の
四 

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

安
全
性
向
上
評
価
を
し
た

な
く

当
該
安
全
性
向
上
評
価
の

に
係
る
調
査
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研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
の

に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正

 

第
二
条 

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
の

に
関
す
る

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

こ
の
条

と
い

標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改

そ
の

標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動

改

正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

削

改

正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

加

 

に
係
る
調
査
及
び
分
析
並
び
に
評
定
の
方
法
並
び
に
次
条
に
定
め
る
事
項

の

原
子
力
規
制
委
員
会
に
届
け

出

 

２ 
 

及
び
分
析
並
び
に
評
定
の
方
法
並
び
に
次
条
に
定
め
る

価
の

原
子
力
規
制
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば

 

２ 
 

改 
 

 
 

 
 

 

正 
 

 
 

 
 

 

後 
改 

 
 

 
 

 
 

正 
 

 
 

 
 

 

前 
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附 

則 

 
 

１ 

こ
の
規
則

公
布
の
日
か
ら
施
行

 

 

原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正

 

２ 

原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
等
に
関
す
る

の
向
上
の
た
め
の
評
価
の

 
第
九
十
四
条
の
三 

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
一
項
の
原
子
力
規
制

委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
期

定
期
事
業
者
検
査
が
終
了
し
た
日
以
降

一
年
を
超
え
な
い
時
期

発
電
用
原
子
炉
の
設
置
又
は

発
電
用
原
子
炉
の
基
数
の
増
加
の
工
事
の

を
行

運
転
が
開
始
さ
れ
た
日
以
降
一
年
を

超
え
な
い
時
期

 
 

安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
評
価
の

 

第
九
十
四
条
の
三 

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
一
項
の
原
子
力
規
制

委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
期

定
期
事
業
者
検
査
が
終
了
し
た
日
以
降

六
月
を
超
え
な
い
時
期

発
電
用
原
子
炉
の
設
置
又
は

発
電
用
原
子
炉
の
基
数
の
増
加
の
工
事
の

を
行

運
転
が
開
始
さ
れ
た
日
以
降
六
月
を

超
え
な
い
時
期

 

の
結
果
等
の

 

第
九
十
四
条
の
四 

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

安
全
性
向
上
評
価
が
終
了
し
た
日
か
ら
三

十
日
以
内
に

当
該
安
全
性
向
上
評
価
の

に
係
る
調
査
及
び
分
析
並
び
に
評
定
の
方
法
並
び
に
次
条
に
定
め
る
事
項

の

原
子
力
規
制
委
員
会
に
届
け

出

 

２ 
 

の
結
果
等
の

 

第
九
十
四
条
の
四 

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

安
全
性
向
上
評
価
を
し
た

な
く

当
該
安
全
性
向
上
評
価
の

に
係
る
調
査

及
び
分
析
並
び
に
評
定
の
方
法
並
び
に
次
条
に
定
め
る

価
の

原
子
力
規
制
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば

 

２ 
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の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 
次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

こ
の
項

と
い

標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改

そ
の

標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動

改

正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

削

改

正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

加

 

改 
 

 
 

 
 

 

正 
 

 
 

 
 

 

後 

改 
 

 
 

 
 

 

正 
 

 
 

 
 

 

前 

附 

則 

第
十
五
条 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
設
置
法
附
則
第
三
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
第
五
号
新
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
さ
れ
た
許
可
と
み
な
さ
れ
た
第
五
号
旧
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の

五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
こ
の
規
則
の
施
行
後

最
初
に
す
る
べ
き
第
五
号
新
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
評
価
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制
委
員
会
で
定

め
る
時
期

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
実
用
発
電
用
原
子
炉
の

附 

則 

第
十
五
条 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
設
置
法
附
則
第
三
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
第
五
号
新
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
さ
れ
た
許
可
と
み
な
さ
れ
た
第
五
号
旧
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の

五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
こ
の
規
則
の
施
行
後

最
初
に
す
る
べ
き
第
五
号
新
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
評
価
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制
委
員
会
で
定

め
る
時
期

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
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に
関
す
る
規
則
第
九
十
九
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

規
則
の
施
行
後
最
初
に
行
う
定
期
事
業
者
検
査
の
次
の
定
期
事
業

者
検
査
が
終
了
し
た
日
以
降
一
年
を
超
え
な
い
時
期

 

に
関
す
る
規
則
第
九
十
九
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

規
則
の
施
行
後
最
初
に
行
う
定
期
事
業
者
検
査
の
次
の
定
期
事
業

者
検
査
が
終
了
し
た
日
以
降
六
月
を
超
え
な
い
時
期

 


